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空家等対策（ごみ屋敷）の連携体制について 

                     環境清掃部部門で対応  

 

 

             

 

 

 

  

区役所内の主な支援部署 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

         

居住していない(非現住) 

居住している（現住） 

ごみ屋敷 

福祉部・健康部・環境清掃部等や関係団

体による事例に応じた連携 

 ・廃棄物撤去に向けた指導と助言 

 ・生活課題解消に向けたサポート 

 ・福祉等のサービスの活用 

 

廃棄物の撤去 

・原則として、本人負担による撤去 

・本人だけで撤去が困難な場合は、撤去に向

けた支援(本人、後見人等立会のもと) 

再発防止体制 

・地域団体などと連携し、定期的・継続的な

支援や見守り 

・必要に応じた指導と助言 

 

 

 

 

 

 


